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竹富町総合教育会議 意見提出様式 

令和５年度 第１回総合教育会議 

議題 

 

古見小学校の統廃合について 

 

協議事項 

 

統廃合の可否について 

 

意見記入欄 

古見集落、古見小は竹富町西表島において紡がれてきた歴

史の中でも非常に古くその文化と民俗も大変貴重なもの

です。 

 

誰しもが、今回の件において他人事でなく大変残念に思い

存続をただ願うのは自然なことですが、やはり現況の厳し

さや現在の保護者の気持ちを慮ばかると多少の納得でき

る気持ちも理解します。 

今ここにおいて大変難しい判断です。 

関係者の苦悩も如何ほどか計り知れません。 

 

一般町民としては、これから数年十数年で訪問税はじめ財

源確保なる方策を期待しています。今少し待てないか、再

度ご検討いただけないかお願い申し上げたい。各所多くの

議論を重ねこの判断に至るとは思うが、まだ待てるだけの

余力や展望はないか再度ご検討願いたい。 

行政も内情も知り得ず、提案提言できる方策も何もないた

だの感情論ではありますが、一島民としてただそう望むし

かできません。 

 

私ら祖納・干立集落や西表地区、西表小中学校も現在大変

過疎化が進み難しい状況を迎えています。 

これまで、鳩間や船浮、そして古見集落を大変憂慮してき

ました。 

しかしまさに今、古見小が統廃合を寸前に迎えたことを目

の当たりにして、これは竹富町の又は西表島の将来に対す

る縮小展望だと懸念せざるを得ないのです。 
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竹富町は様々な島々の集落の集合体で、ある種の運命共同

体のようなものでもあります。 

また現在、第一次産業をはじめとした様々な経済活動のう

ち、特に観光業に多くの期待が集まっておりますが、どれ

も大変重要なものであります。 

 

同様に、一集落に目を向けても、規模の大小関わらずそれ

ぞれに特色があり貴重であります。 

特に古見集落のような歴史と文化を持つコミュニティー

の存続は、竹富町においても特に重要で将来より貴重なも

のになってくると思います。 

 

古き歴史と文化を持つ古見さえも、近代の人口減少とコロ

ナ禍にもよって、アカマタ行事や結願祭をはじめとする多

くの祭祀が執り行われなくなってきて久しく、歴史を省み

ると、やはりその地域の学校が潰れるということは、地域

の規模縮小や文化・行事・歴史の廃絶、御嶽の存続と後の

廃村にまで繋がる大きな要因のひとつだったでしょう。 

 

集落や地域コミュニティーを存続させる為に、島の郷友会

や郷友各々と多くの話し合いを持つことも重要で、内外か

ら多数の貴重な意見を集めることも必要だと強く感じま

す。 

なにより島々の郷友が島に帰る為の土壌(雇用と住宅)と

展望を掲げ、方策を考える必要を近年特に強く思います。 

古見集落のようなコミュニティーには特にそう感じます。 

残念ながら自分にはまだそのような方策が浮かびません。 

しかし、切に必要性があります。 

 

時代の変遷により産業をはじめとする物事が大きく推移

し、古き小さきものは廃れ、新しく大きな流れに物事の耳

目が集まることは自然の流れではありましょうが、それで

は私たち竹富町の島々の島民が守り紡いできた文化や歴

史、人々は何処に身を寄せたら良いでしょうか。 

島々の色合いもいずれ消え失せていく運命にあるのでし

ょうか。 
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物事にはバランスがあり、やはりコストや採算性等を重視

した経営健全化や財源確保も現在の行政運営においては

非常に重要な任務だとは存じますが、何がムダでムダでな

いかは価値観により大きく左右されると同時に、少し遠い

先にならないと良し悪しを判断できないことも多分にあ

ることでしょう。 

世界自然遺産に認定されてこれからまた多くの選択肢も

出てくることと期待しています。 

 

ひとつ言えるのは、消失したものはなかなか取り戻せない

ということです。 

方言や文化や慣習、御嶽の神事、その地域の人々の結び付

きもまた雲散霧消し整合性を失い、再びその歴史や文化と

社会を再興するのに大変な時間と労力が必要です。 

さらに良くも悪くも物事は連鎖姓があるので厄介なもの

でしょう。 

 

私たち竹富町民は今ここに島々に生きています。 

昔から紡がれる歴史と文化の中で、島の営みの内に。 

 

竹富町は他と何が違うか。 

それは古き歴史と文化の泉であるということです。 

それを今の人たちが尚も今生きて体現しているところに

あります。 

 

それら色合いが集まった竹富町こそ、これからの展望に向

けて重要な要因になっていくものだと確信するとともに、

やはり行政においては小さな産業や地域コミュニティー

ほど補助と保護を再考してバランスを保ってほしいと切

に願っています。 

 

遠く望めば時節もいずれまた変わります。 

またひとつ希望を持ちながらこれからも島々を眺め島に

骨を埋めたいと切に願います。 
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最後に。実情も知らず何の提案や方策も提示もできずただ

の感情論で申し訳なく思いますが、新聞でこの件を知った

時は一島民としてやはり何か言わずにはおられないほど

大変無念に感じたことでありました。 

 

いろいろ事情もあったことでしょうが、このパブリックコ

メントももう少し早目の段階で周知していただきたく、ま

た地元古見集落と関係各位だけでなく、広く竹富町民にも

問題提起して意見募集してほしくも思いました。 

 

誰しも廃校は望みません。 

休校や統合の措置も考えうるでしょうが、やはり考えると

学校存続しか古見村の存続もないのではないでしょうか。 

 

私たち今の祖納人、西表人にとっても、古見も船浮も鳩間

も他の島々のことも決して他人事などでなく、これは今お

互いに考えていくべき問題なのです。 

 

人は生まれそしていつか死にゆきます。 

そこに生まれた島人であるならば、やはりいつかその島の

ふもとに還りたいことでしょうが、生まれ育つべき場所が

なくなるのならいずれ廃村は免れず、人の帰る場所もまた

なくなります。 

 

全体はやはり繋がっているので、これは現代に生きる人だ

けの問題ではありません。 

もう一度時間をかけて全体で考えていかなければならな

いと、大変恐縮ですが私はそう思った次第です。 

協力できることがあれば何かしらいつでもする所存です。 

 

どうぞまた検討の余地がある限り、どうか最後までご検討

くださいますようお願い申し上げます。 
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投稿者 

氏名 
那良伊 隼人 

 

住所 
竹富町字西表 429 A-1 

 

電話番号 
080-1767-5869 

 

※いただいた意見について、記入内容確認のためご連絡する場合がございます。 

※意見提出については、下記担当者宛てご提出ください。 

 

担当 

竹富町役場政策推進課 﨑山 

TEL：0980-83-0507 

FAX：0980-82-6199 

E-mail：seisaku@town.taketomi.okinawa.jp 



竹富町総合教育会議構成委員名簿
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10 政策推進課長 小　濵　啓　由

根　原　　健

8 教育委員会 教育課 西　原　　智

9 教育委員会 社会文化課長 登野盛　恒雄

7 教育委員会 総務課長

6 教育委員 松　原　　史

5 教育委員 仲　底　　傑

4 教育委員 川　満　晃　弘

№

3 教育長 職務代理者 嘉　良　　寧

職　名 氏　名

1 町長 前　泊　正　人

2 教育長 佐　事　安　弘
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竹富町総合教育会議設置運営要綱 

平成28年２月３日 

告示第４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号）第１条の４の規定に基づき設置する竹富町総合教育会議（以下「会

議」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、本町の教育及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策

定に関する協議及び次ぎに掲げる事項についての協議並びにこれらに関する

次条に掲げる構成員の事務の調整を行う。 

(1) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の本町の実情に応じた教育

及び文化の振興を図るための重点的に講ずべき施策 

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ず

るおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

（組織） 

第３条 会議は町長及び教育委員会（第８条において「構成員」という。）を

もって構成する。 

（会議） 

第４条 会議は、町長が招集し町長が議事の進行を行う。 

２ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料

するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求

めることができる。 

（意見の聴衆） 

第５条 会議は、第２条の協議を行うにあたって必要があると認めるときは、

関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴
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くことができる。 

（会議の公開） 

第６条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認める

とき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要

があると認めるときは、この限りではない。 

（議事録の作成及び公表） 

第７条 町長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、前条ただし書によ

り非公開とした部分を除き、これを公表する。 

（調整結果の尊重） 

第８条 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当

該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、政策推進課・教育委員会総務課において処理する。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議

が定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年10月1日告示第71-1号） 

この要綱は、令和３年10月1日から施行する。 

 


